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平
成
31
年
３
月
31
日
が
有
効
期
限
と

な
っ
て
い
る
受
給
者
証
は
、
年
齢
到
達
に

よ
る
資
格
喪
失
の
た
め
、
４
月
１
日
以
降

は
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

※�

使
用
さ
れ
た
場
合
は
、
自
己
負
担
相
当

額
を
市
へ
返
還
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
対
象
受
給
者
証

・�

子
ど
も
医
療
費
受
給
者
証
（
平
成
15
年

４
月
２
日
～
平
成
16
年
４
月
１
日
生
ま

れ
の
人
）

・�

母
子
家
庭
等
医
療
費
受
給
者
証
（
平
成

12
年
４
月
２
日
～
平
成
13
年
４
月
１
日

生
ま
れ
の
人
）

　

次
の
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
人
で
、
加

入
す
る
保
険
証
が
変
わ
っ
た
と
き
や
、
保

険
証
の
記
号
・
番
号
が
変
更
に
な
っ
た
と

き
は
、
変
更
後
の
保
険
証
が
お
手
元
に
届

き
次
第
、
受
給
者
証
の
保
険
変
更
の
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
受
給
者
証

・
障
害
者
医
療
費
受
給
者
証

・
精
神
障
害
者
医
療
費
受
給
者
証

・
子
ど
も
医
療
費
受
給
者
証

・
母
子
家
庭
等
医
療
費
受
給
者
証

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の　

印
鑑
、
受
給

者
証
、
変
更
後
の
保
険
証
（
受
給
者
本
人

の
も
の
（
子
ど
も
医
療
は
お
子
さ
ん
の
も

の
））

　

平
成
31
年
４
月
１
日
か
ら
次
世
代
育
成

支
援
を
目
的
に
産
前
産
後
期
間
の
国
民
年

金
保
険
料
を
免
除
す
る
制
度
が
始
ま
り
ま

す
。

▼
免
除
期
間　

出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産

日
の
属
す
る
月
の
前
月
か
ら
４
か
月
間

（
多
胎
妊
娠
の
場
合
は
、
出
産
予
定
日
ま

た
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
３
か
月
前
か

ら
６
か
月
間
）
の
国
民
年
金
保
険
料
が
免

除
さ
れ
ま
す
。

▼
対
象　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
で

出
産
日
が
平
成
31
年
２
月
１
日
以
降
の
人

※�

妊
娠
85
日
以
上
の
分
娩（
死
産
、流
産
、

早
産
、
人
工
妊
娠
中
絶
）
も
対
象
に
な

り
ま
す
。

▼
申
請
方
法　

出
産
予
定
日
の
６
か
月
前

か
ら
刈
谷
年
金
事
務
所
ま
た
は
国
保
医
療

課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。（
受
付
は
平

成
31
年
４
月
以
降
）

▼
届
出
に
必
要
な
も
の

・�

出
産
予
定
日
が
分
か
る
も
の
（
母
子
手

帳
等
）

・
年
金
手
帳

　

障
が
い
の
状
況
や
地
理
的
理
由
に
よ
り
、�

直
接
来
所
で
き
な
い
知
的
障
が
い
者
の
た

め
に
巡
回
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

▼
と
こ
ろ
・
と
き

【
刈
谷
会
場
】

刈
谷
市
心
身
障
害
者
福
祉
会
館
（
刈
谷
市

下
重
原
町
３
―
32　

☎
（24）
６
０
６
６
）

・
医
学
判
定
あ
り

　

７
月
９
日
㈫
、
11
月
12
日
㈫

・
医
学
判
定
な
し

　

�

５
月
14
日
㈫
、
９
月
10
日
㈫
、
２
０
２�

０
年
１
月
14
日
㈫
、
２
月
25
日
㈫

【
豊
田
会
場
】

豊
田
市
役
所
（
豊
田
市
西
町
３
―
60　

☎

０
５
６
５
（34）
６
７
５
１
）

・
医
学
判
定
あ
り

　

�

４
月
10
日
㈬
、
６
月
12
日
㈬
、
８
月
14

日
㈬
、
10
月
９
日
㈬
、
11
月
13
日
㈬
、

12
月
11
日
㈬
、
２
０
２
０
年
２
月
12
日

㈬
・
医
学
判
定
な
し

　

２
０
２
０
年
３
月
４
日
㈬

▼
相
談
時
間

・
医
学
判
定　

午
後
１
時
～
３
時

・�

一
般
相
談
判
定　

午
前
10
時
～
午
後
４

時
▼
相
談
内
容

・
療
育
手
帳
に
関
す
る
相
談
お
よ
び
判
定

・�

障
害
基
礎
年
金
、
特
別
障
害
者
手
当
等

の
受
給
に
関
す
る
相
談
お
よ
び
判
定

▼
対
象　

管
内
に
在
住
す
る
知
的
障
が
い

者
お
よ
び
知
的
障
が
い
と
思
わ
れ
る
人

▼
従
事
者　

精
神
科
医
師
、西
三
河
児
童
・�

障
害
者
相
談
セ
ン
タ
ー
心
理
判
定
員

▼
申
込
み　

西
三
河
児
童
・
障
害
者
相
談

セ
ン
タ
ー
へ
電
話
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

※�

療
育
手
帳
の
判
定
を
希
望
す
る
人
は
、

対
象
者
の
写
真
（
縦
４
㎝
×
横
３
㎝
）

と
印
鑑
を
持
参
し
、
市
役
所
福
祉
課
窓

口
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

市民相談の時間が変更になります
　4月1日から受付時間が変更になります。
▶変更後の相談時間
午前10時～正午、午後1時～午後4時
（毎週月・火・木・金曜日）
▶ところ　市民相談コーナー（市役所2階）
▶問合せ　市民相談コーナー（☎83－1111（内
線204）、市民課　市民係（☎95－0152）

お詫びと訂正
　広報2月16日号の12ページ
に掲載しました「消費生活講
座」について、本文中の成年
年齢引き下げの年の表記に誤
りがありました。ここにお詫
びして、訂正します。
（正）2022年　（誤）2020年
▶問合せ　経済課　商工観光
係（☎95－0125）

知
的
障
が
い
者
巡
回
相
談

西
三
河
児
童
・
障
害
者
相
談
セ
ン
タ
ー

障
害
者
相
談
課

（
☎
０
５
６
４
（27）
２
８
８
９
）

産
前
産
後
期
間
の
国
民
年
金
保

険
料
免
除
制
度
が
始
ま
り
ま
す     

刈
谷
年
金
事
務
所　

�（
☎
（21）
２
１
１
０
）

国
保
医
療
課�

国
保
年
金
係

　
　
　
　
　
　
　
　

�（
☎
（95）
０
１
２
３
）

子
ど
も
医
療
・
母
子
家
庭
等
医

療
費
受
給
者
証
の
有
効
期
限
に

つ
い
て

国
保
医
療
課�

医
療
係（
☎
（95）
０
１
５
１
）

福
祉
医
療
費
受
給
者
の
人
へ

～
保
険
証
に
変
更
が
あ
っ
た
と

き
は
手
続
き
を
～

国
保
医
療
課�

医
療
係（
☎
（95）
０
１
５
１
）
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ご
み
の
散
乱
の
な
い
き
れ
い
な
ま
ち
づ

く
り
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
一
人
ひ
と

り
の
意
識
の
向
上
と
、
地
域
ぐ
る
み
で
ポ

イ
捨
て
や
フ
ン
の
放
置
を
許
さ
な
い
雰
囲

気
を
作
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

市
で
は
、
清
潔
で
美
し
い
ま
ち
づ
く
り

を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
に
環
境
美
化
推

進
員
に
よ
る
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
各

地
域
で
一
緒
に
活
動
を
し
て
い
た
だ
け
る

人
を
募
集
し
ま
す
。

▼
主
な
活
動
内
容　

地
域
の
環
境
美
化
に

関
す
る
報
告
、
普
及
、
啓
発
等
に
関
す
る

こ
と
（
地
域
で
の
環
境
美
化
巡
回
、
市
主

催
の
環
境
美
化
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
等
の

参
加
、
環
境
美
化
に
関
す
る
調
査
協
力
、

年
１
回
程
度
の
会
議
な
ど
）

▼
募
集
人
数　

15
人
程
度

▼
応
募
資
格　

市
内
在
住
・
在
勤
の
20
歳

以
上
の
人
で
、
地
域
の
環
境
美
化
普
及
啓

発
活
動
に
理
解
が
あ
り
、
継
続
的
か
つ
積

極
的
に
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
人

▼
謝
金　

無
償

▼
任
期　

４
月
１
日
～
２
０
２
０
年
３
月

31
日

▼
応
募
方
法　

３
月
15
日
㈮
～
29
日
㈮
に

応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
環

境
課
窓
口
へ
直
接
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

身
分
証
貼
付
用
の
顔
写
真
は
環
境
課
窓
口

で
撮
影
し
ま
す
。

※�

応
募
用
紙
は
環
境
課
窓
口
で
配
布
し
て

い
る
ほ
か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▼
募
集
人
数　

１
人

▼
応
募
資
格　

満
65
歳
未
満
で
ワ
ー
ド
・

エ
ク
セ
ル
な
ど
の
パ
ソ
コ
ン
操
作
が
で
き
、�

歴
史
や
文
化
財
に
関
心
が
あ
る
人

▼
勤
務
先
・
勤
務
内
容　

歴
史
民
俗
資
料

館
の
窓
口
業
務
、
文
書
事
務
、
展
示
業
務

補
助

▼
勤
務
時
間　

月
12
日
以
内
（
週
３
日
程

度
）
で
午
前
９
時
～
午
後
３
時

※
土
・
日
曜
日
、祝
日
勤
務
が
あ
り
ま
す
。

※�
厚
生
年
金
、
健
康
保
険
、
雇
用
保
険
の

対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

▼
雇
用
期
間
（
予
定
）　

５
月
２
日
～
11

月
１
日
（
雇
用
期
間
の
更
新
あ
り
）

▼
賃
金　

１
時
間
940
円

▼
選
考
方
法　

面
接
（
日
程
は
後
日
連
絡

し
ま
す
。）

▼
応
募
方
法　

４
月
10
日
㈬
ま
で
に
市
販

の
履
歴
書
に
写
真
１
枚
（
上
半
身
・
脱
帽
・

６
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
も
の
）
を
添
付

し
て
、
文
化
課
（
歴
史
民
俗
資
料
館
内
）

へ
直
接
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

※�

提
出
さ
れ
た
書
類

は
返
却
し
ま
せ
ん
。

　

市
で
は
「
花
と
緑
の
ま
ち
づ
く
り
」

推
進
の
一
環
と
し
て
、「
花
と
緑
の
写

真
」
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
あ
な
た
が

知
っ
て
い
る
市
内
で
見
ら
れ
る
お
す
す

め
の
「
花
と
緑
」
の
景
色
を
、
写
真
と

一
緒
に
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

　

散
歩
や
通
勤
途
中
で
見
つ
け
た
名

木
、
地
域
で
人
気
の
お
花
見
ス
ポ
ッ
ト

な
ど
、
お
す
す
め
の
景
色
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

　

お
寄
せ
い
た
だ
い
た
情
報
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
ま
す
。
ま
た
、「
花

と
緑
の
カ
レ
ン
ダ
ー
」
へ
の
掲
載
候
補

写
真
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
応
募
方
法

①
住
所　

②
氏
名　

③
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
掲
載
時
の
ニ
ッ
ク

ネ
ー
ム　

④
電
話
番
号　

⑤
花
、
木
の

名
前　

⑥
撮
影
場
所
（
目
印
と
な
る
も

の
な
ど
場
所
を
特
定
で
き
る
こ
と
）　

⑦
撮
影
時
期　

⑧
お
す
す
め
ポ
イ
ン
ト

⑨
写
真（
Ｅ
メ
ー
ル
で
提
出
の
場
合
は
、

Ｊ
Ｐ
Ｅ
Ｇ
形
式
で
１
Ｍ
Ｂ
以
内
）
を
明

記
し
て
郵
送
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
ご
応

募
く
だ
さ
い
。

▼
応
募
期
間　

通
年

▼
注
意
事
項

・�

個
人
宅
の
情
報
に
関
わ
る
場
合
や
募

集
の
趣
旨
に
沿
わ
な
い
場
合
は
、
掲

載
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・�

応
募
写
真
は
自
身
で
撮
影
し
た
も
の

に
限
り
ま
す
。
ま
た
、
応
募
作
品
の

著
作
権
は
本
市
に
帰
属
す
る
も
の
と

し
ま
す
。

▼
応
募
先
・
問
合
せ

都
市
計
画
課　

公
園
緑
地
係

（
☎
（95）
０
１
５
７　

〒
472
―
８
６
６
６

住
所
不
要　

Ｅ
メ
ー
ルtosikeikaku@

city.chiryu.lg.jp

）

環
境
美
化
推
進
員
の
募
集

環
境
課�

ご
み
減
量
係（
☎
（95）
０
１
２
６
）

「
花
と
緑
の
写
真
」
を

募
集
し
て
い
ま
す

～
あ
な
た
の
お
す
す
め
ス
ポ
ッ
ト
を
教
え
て
く
だ
さ
い
～

歴
史
民
俗
資
料
館

臨
時
職
員
の
募
集

文
化
課�

文
化
振
興
係（
歴
史
民
俗
資
料

館
内　

☎
（83）
１
１
３
３
・
祝
日
を
除
く
月

曜
休
館
）


